
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
標
識
の
寸
法
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 
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鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
標
識
の
寸
法
を
定
め
る
条
例 

（
趣
旨
）

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十

八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
十
四
項
（
第
二
十
八
条
第
九
項
及
び
第
二
十
九
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
第
七
項
（
第
三
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
猟
法
禁
止
区
域
、
鳥
獣
保
護

区
、
特
別
保
護
地
区
、
休
猟
区
、
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
、
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
及
び
特
別
保

護
指
定
区
域
に
知
事
が
設
置
す
る
標
識
の
寸
法
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
定
義
）

第
二
条 

こ
の
条
例
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

 

（
指
定
猟
法
禁
止
区
域
の
標
識
）

第
三
条 

法
第
十
五
条
第
十
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
制
札
（
表
示
面
と
支
柱
が
あ

る
標
識
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
寸
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

既
設
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制
札
を
容
易
に
視
認
で
き

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一 

表
示
面
の
一
辺
の
長
さ
が
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二 

立
木
等
に
固
定
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
上
か
ら
の
高
さ
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の

場
所
で
固
定
さ
せ
る
こ
と
。 

三 

支
柱
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
柱
の
地
上
部
分
の
長
さ
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

（
鳥
獣
保
護
区
及
び
特
別
保
護
地
区
の
標
識
）

第
四
条 

法
第
二
十
八
条
第
九
項
及
び
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
十
四

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
標
識
の
寸
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
制
札
に
つ
い
て
は
、
既
設
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
制
札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一 

標
柱
（
柱
状
で
側
面
に
表
示
で
き
る
標
識
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
水
平

面
の
一
辺
の
長
さ
が
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
地
上
部
分
の
長
さ
が
二
百
セ
ン
チ
メ
ー
ト



ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二 
制
札
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
表
示
面
は
縦
三
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
四
十
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
支
柱
の
地
上
部
分
の
長
さ
は
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
支
柱

の
太
さ
は
、
木
材
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
水
平
面
の
一
辺
の
長
さ
は
、
七
十
ミ
リ
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
支
柱
の
太
さ
は
、
当
該
木
材
と
同
程
度
以
上
の
強
度
が
あ
る
材
質

を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
を
下
回
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
休
猟
区
の
標
識
）

第
五
条 

法
第
三
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で
定
め
る
標
識
の
寸
法
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
制
札
に
つ
い
て
は
、
既
設
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が

で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制
札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一 

標
柱
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
水
平
面
の
一
辺
の
長
さ
が
九
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
地
上

部
分
の
長
さ
が
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二 

制
札
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
表
示
面
の
一
辺
の
長
さ
が
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

立
木
等
に
固
定
さ
せ
る
制
札
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
地
上
か
ら
の
高
さ
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
場
所
で
固
定
さ
せ
る
こ
と
。 

四 

支
柱
を
用
い
る
制
札
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
支
柱
の
地
上
部
分
の
長
さ
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
こ
と
。 

（
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
及
び
特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域
の
標
識
）

第
六
条 

法
第
三
十
五
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
で

定
め
る
標
識
の
寸
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
域
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
制
札
に
つ
い
て
は
、
既
設
工
作
物
を
利
用
し
た
効
果
的
な
設
置
が
で

き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制
札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一 

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域 

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

二 

特
定
猟
具
使
用
制
限
区
域 

第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

（
特
別
保
護
指
定
区
域
の
標
識
） 

第
七
条 

法
第
二
十
九
条
第
七
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
指
定
す
る
区
域
に
設
置
す
る
制
札
の

表
示
面
の
寸
法
は
、
縦
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
、
横
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
支
柱

の
地
上
部
分
の
長
さ
は
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
既
設
工
作
物
を
利
用

し
た
効
果
的
な
設
置
が
で
き
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
制
札
を
容
易
に
視
認
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

 
 

 

附 

則

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


